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コミュニケ
国際自然保護連合日本委員会と生物多様性条約事務局が

パートナーシップを締結

2011年12月20日、金沢、日本　―生物多様性条約（CBD）事務局と国際自然保護連合日本委員会（IUCNJ）は、日本および海外の市民社会・団体の認識向上を図り、生物多様性戦略計画2011-2020および愛知目標の実施の成功に向けて力を合わせるため、2011年12月18日、日本の金沢市において、国連生物多様性の10年の公式国際キックオフ・イベントにあわせて、覚書に署名した。
この覚書は、201年12月19日、日本の金沢市において、国連生物多様性の10年の国際キックオフイベントにあわせて署名が行われ、CEPAジャパン、国連生物多様性の10年市民ネットワーク （UNDB市民ネット、JCN-UNDB）も署名している。

その合意内容は、名古屋でのCOP10の成果の実施における市民社会の重要な役割を強調し、また国連生物多様性の10年や愛知目標の成功にも貢献するものとなっている。また、市民社会の認識向上や生物多様性の保全、地域レベルでの活動のよりよい支援のためには、国際的なパートナーとの協力が重要であることも強調している。なお、国連生物多様性の10年のそもそものアイデアは、日本の市民社会から生み出されたものであることを注記しておかねばならない。
この覚書を通じて、署名を行った国際自然保護連合日本委員会の吉田正人会長、アフメッド・ジョグラフ生物多様性条約事務局長、CEPAジャパンの川廷 昌弘代表、UNDB市民ネットの高山進代表は、生物多様性に関する広報素材の制作と国際的な発信、特に「にじゅうまるプロジェクト」を通じた地方自治体、民間セクター、青少年、学術界、市民団体のコミットメントの推進など、さまざまな分野における協力に合意した。
にじゅうまるプロジェクトは、国際自然保護連合がその他の日本の市民団体と緊密な連携のもと進めているキャンペーンであり、日本を拠点とする関係団体等に愛知目標達成のコミットメントを促すものである。
「2020年までに生物多様性愛知目標を達成するためには、全てのステークホルダーのコミットメントが必要です。本日、CBD事務局とIUCN日本委員会の間で署名された覚書は、にじゅうまるプロジェクトやCEPAを含む広報プログラムを通じて、全てのステークホルダーの参画を促すでしょう。」と吉田正人会長は語った。

アフメッド・ジョグラフ事務局長は、「日本の市民ネットワークは、国連総会による2011-2020の国連生物多様性の10年の指定に向けて大きな役割を果たしました。IUCNJおよびそのパートナーは、本日、自らのコミットメントについてあらためて述べることによって、また各パートナーの取組みを協調させていくことによって、国際社会が設定した目標を達成するためにアクションをおこすという、市民社会の心からの決意を表明しています。」
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